
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長挨拶 川井田 哲】 
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☆お知らせ☆ 
＊串間 RC40 周年に対するお礼が届いています。 
＊ナポリ通り子ども食堂より 11/11 開催いたしました 
出張子ども食堂に対するお礼のはがきが届いていま 
ます。 

＊12/18 のクリスマス家族会、お子さん、お孫さん、 
楽しいイベント準備しています。多くの出席をお願 
いします。(回覧) 
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■ 例会場: 〒890-0053 鹿 児 島 市 中 央 町 5 番 1 号 鹿 児 島 東 急 REI ホテル 毎 週 火 曜 日 12:30～13:30 

■ 事務所: 〒890-0053 鹿 児 島 市 中 央 町 5 番 1 号 鹿 児 島 東 急 REI ホテル 9F TEL 251-5168 FAX 251-5290  

E ﾒｰﾙ josei-rc@po4.synapse.ne.jp  URL http://www5.synapse.ne.jp/johsei/   

■ 会 長：丸田 寿朗 幹 事：和田 拓郎 公共イメージ委員長：谷口 実 

■ 国際ロータリー2018-2019 年度 RI 会長バリー・ラシン ■第 2730 地区ガバナー 川原篤雄(鹿児島ｻｻﾞﾝｳｲﾝﾄﾞ RC) 

■ 鹿児島市内 Aグループ ガバナー補佐 内倉 厚弘(鹿児島城西 RC)/ Bグループガバナー補佐 上田 耕作(鹿児島北 RC) 

 
 点鐘                                                                                                 

①  ロータリーソング【奉仕の理想】 ② 会長挨拶 ③ 会務報告 ④ 出席報告  ⑤ 親睦委員会報告 

⑥  R 財団・米山記念奨学会報告                                                                                       

☰☰ 出 席 委 員 会 報 告 ☰☰ 

12 月 4 日 第 1502 回 11 月 13 日 第 1500 回 

会 員 数 32（29） 当日出席率 65.52％ 

出 席 数 19 訂正出席数 23 

出 席 率 65.52% 訂正出席率 79.31％ 

 

  

 

≪プログラム≫ 

 会員卓話 桑鶴 浩二君 

＜幹事ゲスト＞ 

JJK㈱日本観光手配ｾﾝﾀｰ  

代表取締役 廖 珮君様 
三木 靖名誉会員出席 

【第 1503 回例会】 
本日のプログラム    

クラブ協議会（次年度理事役員選出） 

 
 

 
平成30年12月11日(火) 

鹿児島東急 REI ホテル 12：30～ 
 

 
 
鹿児島南ロータリークラブ創立 60 周年記念式典・講演・祝賀会に出席させていただきありがとうございました。メッ
セージは 100 才を目指そう！です。 
さすがに歴史のあるクラブですので、海外から沢山の友好クラブの会員が招かれていました。 
台湾高雄東ロータリークラブ、・フィンランド・ドイツ・ウクライナのそして宮城県の多賀城ロータリークラブの方々
でした。 
それぞれの方々の挨拶が行われ、通訳の方たちがいて国際色豊かなものでした。 
記念講演会はドイツのドリス・フーラーさん（女性です）が行いました。 
① 慈善活動のために資金を調達したこと 

その方法は、前会長がブドウ園の経営者だったので、他のワイン経営者と製作していないブドウ園の提供を受け
ワインを作成したこと。 

② ドイツでは知名度のある歌手と慈善コンサートを行い、2 万５千ユーロ、日本円で 300 万ほどを調達したこと。
など 

最新のプロジェクトとしては 1 ドル眼鏡（めがね）と称して、アフリカの人たちを研修し、眼鏡を作成し、1 ドルで
販売、この額は日給の２、3 日分５ユーロ、650 円、1 羽の鶏代と同じで、働く場所を提供できたこと、家族のために
もなったこと。 
さすがドイツのロータリー驚くべき活動です。とくに資金活動を行ってからの慈善活動、あるいは資金活動がその

まま慈善活動になっているということ、又貧しい国の子供たちや女性が社会に出るために学びながら、同時に少しで
も稼げるように工夫をしていということ。 
世界のロータリアンはすごいと思うことでありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿 児 島 城 西 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  
ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ ＪＯHＳＥＩ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ    1986.9.16 創立 

 

第 1502 回  例 会 報 告 

vol.33－19 

クラブテーマ 

『世代を超えて繋がろう』 

地区モットー 『プラスワンの考動を！』 

会長の時間 丸田 寿朗 

 

会 務 報 告 ＊例会後定例理事会を開催いたします。 
配布 
 ＊ガバナー月信・ロータリーの友 12 月号 
回覧 
 ＊2017－18 年度ロータリーの友事務所事業報告書 
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丸田寿朗君 

     先日、鶴薗会員より、会社所有のビルとマ

ンションなどのスペースと駐車場に防犯

カメラを付けていただきました。ありがと

うございました。ニコニコします。 

内野 勉君 

  12/9（日）鹿児島アリーナで新世代武道大会を開 

催します。時間のある方はご協力ください。 

   本日合計 2,000 円 

               

 

 

≪R 財団・米山記念奨学≫ 

  R 財団寄付(目標達成者)  川井田 哲君 

  ポリオ撲滅寄付      川井田 哲君 

米山奨学寄付       畠田 実君・内野 勉君 

≪ジャフィール里親寄付≫   

川井田 哲君 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

次回例会 

※平成 30 年 12 月 18 日(火) 
東急 REI ホテル 18：30~ 

クリスマス家族会 

 
次々回例会 

※平成 30 年 12月 25日(火) 

クラブ定款に基づき休会 

※平成 31 年 1 月 1 日(火) 

元旦 祝日の為休会 

※平成 31 年 1 月 10 日(木) 

市内 RC新春合同例会 

BOX 

          １３２，０００円 BOX 合計 

市 内 ク ラ ブ の プ ロ グ ラ ム  ★ 例会変更 
ク ラ ブ 名 月 日 プ ロ グ ラ ム 例 会 場 

鹿 児 島 南 12 月 12 日(水) 年次総会 サンロイヤルホテル 

鹿 児 島 西 12 月 12 日(水) 年次総会 山 形 屋 

鹿 児 島 西 南 12 月 12 日(水) ★夜の例会(家族忘年会) ゆ う づ き 

鹿 児 島 東 12 月 13 日(木) 年次総会 サ ン デ イ ズ イ ン 

鹿 児 島 北 12 月 13 日(木) クラブ協議会 上半期報告 30 年打合せ レンブラントホテル 

鹿児島サザンウインド  12 月 13 日(木) 年次総会 ロータリー情報 東急 REI ホテル 

鹿 児 島 12 月 14 日(金) ☆年次総会 山 形 屋 

鹿 児 島 中 央 12 月 17 日(月) 会員卓話 坂元次郎君 会長・幹事卓話 山 形 屋 

鹿 児 島 東 南 12 月 18 日(火) クリスマス家族会 18：30～ サンロイヤルホテル 

    

 

会員卓話 「相続法改正」について」    桑鶴 浩二君 
相続法改正等施行日について 

        ‣2019 年 1 月 13 日から施行 
         自筆証書遺言の方式の緩和 
         財団の特定に関する事項は、自筆で 

なくても大丈夫 
‣2019 年 7 月 13 日までに施行 

         「遺産分割等に関する見直し」、「遺留 
分制度に関する見直し」、「相続の効 

力等に関する見直し」、「相続人以外の者の貢献を考
慮するための方策」についてはこの日までに施行 

‣2020 年 7 月 13 日までに施行 
1.配偶者の居住権の創設 

  （1）短期居住権 
  （2）長期居住権 

2.自筆証書遺言保管制度の創設 
1.遺言制度の見直し 
 ‣自筆証書遺言の検認件数 約 2 万件 
 ‣公正証書遺言作成件数  約 12 万件 
 （1）自筆証書遺言の方式の緩和（H31.1.13 から） 
 ‣財産の特定に関する事項は、自筆でなくても大丈 

夫 
   (2)自筆証書遺言保管制度の創設(H32.7.13 までに) 
 ‣遺言書保管の申出は、遺言者本人 
 ‣原本の保管＋画像データーを別途保管 
 ‣相続開始後、相続人による遺言書保管の有無の確認 

請求 
  ‣保管されている遺言書の原本の閲覧請求等 
 ‣検認手続が不要 
 (3)遺言執行者の権限の明確化(H31.7.13 までに) 
 ‣「相続人の代理とみなす。」（民法 1015 条削除） 
 ⇒遺言執行者の職務が遺言の実現であることを明確化 
 ‣遺言執行の妨害の排除を明記 
‣遺言執行者は就職を承諾した場合 
⇒就職を承諾した「旨」と「遺言の内容」を相続人に通
知する。 

 ‣遺言執行者の復任権等 
  現行法 原則としてやむを得ない事由 
  改正  原則として任務を第三者に行わせることが

可能 
 ‣遺言執行者の解任申立権者を利害関係から受贈者・ 
  相続人に限定 
2-1「配偶者居住権」を保護(H31.7.132 までに) 
 ‣平均寿命 男性 80 歳 女性 87 歳 
 ‣婚姻年齢 男性 32 歳 女性 30 歳 
  ⇒妻は、約 9 年間生活の場を確保する必要あり 
（1）短期居住権(配偶死亡～遺産分割成立) 
 ‣配偶者＋相続開始時＋被相続人の所有建物＋無償＋ 

居住していた場合 
 ‣遺産分割によって当該建物の帰属確定する間等、引き

続き無償で使用可 
‣第三者に譲渡不可          次回週報へ 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


